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集魚灯設備型式認定基準

（ ）平成１０年１月 ９日策定

（ ）平成２０年５月１３日改正

放電式集魚灯設備型式認定基準Ａ

型式認定の対象Ⅰ

型式認定の対象は、集魚を目的として漁船に搭載する放電式光源設備をい

う。

型式認定の範囲Ⅱ

型式認定の範囲は、放電式集魚灯設備で船上用ランプ、水中用ランプ、投

光用ランプ、ランプ保持具及び安定器とする。

種 類Ⅲ

放電式集魚灯設備は、ランプ、ランプ保持具（ランプホルダ及び投光器）

及び安定器に分類する。

種 類 構 造

ランプ 各種発光管を内蔵したランプ。なお、ガラス球に拡散処理

した方式及び特殊の光色を加えるための処置を施した方式

を含む

ランプ保持具 船上灯用ホルダ、水中灯用ホルダ及び投光器とする。

安定器 ランプに安定電力を供給する装置（１灯式、多灯式、兼用

式）

構造及び安全性Ⅳ

放電式集魚灯設備の構造及び安全性については、次の各項に適合している

こと。

設備は、安全確実に操作ができ、点検及び保守が容易で長時間の運転に(1)

耐える構造であること。

機器類は、船体の振動、動揺、衝撃等によってその性能に支障をきたさ(2)
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ない構造であること。

機器類は、温度、湿度の変化並びに他の電気機器への影響等に対しての(3)

十分な配慮がなされていること。

機器類は、人命及び機器に対し必要な保護装置を備え、かつ安全な構造(4)

であること。

、 。(5) ランプから発生する紫外線は 人体に対し極度の危害を及ぼさないこと

水中灯具は、十分な耐水圧性を持つとともに、漏水の危険のない構造で(6)

あること。

品質管理Ⅴ

機器の製作所における製品の品質保持と保証のため、次に示す各項に関す

る管理が十分に行われていること。

主要材料、購入品、外注品の品質管理基準の整備(1)

各作業工程における作業基準及び品質管理のための基準の整備(2)

各検査基準の整備(3)

運転検査に関する要領と判定基準の整備(4)

各検査組織の確立(5)

漁船への装備マニュアルの整備(6)

性 能Ⅵ

放電式集魚灯設備の性能は、次の各項に適合していること。

船上用ランプ(1)

ア 下記のランプ効率を満足すること。

光源の種類 ガラス球の処 ランプ効 備 考

理 率( )lm/W

拡散処理 ９０

メタルハ 白色

ライドラ なし ９５

ンプ 水平点灯の場合は、左記の

拡散処理 ８０ ９５％とする

緑色

なし ８５

拡散処理 ５５

水銀ランプ
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なし ５０

高圧ナトリウム なし １１０

ランプ

イ 投光器は、防水性能を有すること。

水中用ランプ(2)

耐水圧性能は、 を有すること。2MPa

安定器(3)

ア ランプ電力は、定格電力の ± ％以内であること。90 10

イ 力率は、 ％以上であること。85

ウ 電力損は、入力電力の ％以下であること インバータ式安定器は除10 (

く 。）

Ｂ 集魚灯設備型式認定基準LED

型式認定の対象Ⅰ

型式認定の対象は、灯光を利用して漁獲対象種の行動を制御することを目

的として漁船に搭載するLED集魚灯設備とする。

型式認定の範囲Ⅱ

型式認定の範囲は、船上用 、水中用 及び電源装置とする。LED灯 LED灯

種 類Ⅲ

集魚灯設備は、下記表の種類に分類する。LED

素子を組み込んだ灯具。LED灯 LED

電源装置 灯に電気エネルギーを供給する装置LED

構造及び安全性Ⅳ

、 。LED集魚灯設備の構造及び安全性については 次の各項に適合していること

設備は、安全確実に操作ができ、点検及び保守が容易で長時間の運転に(1)

耐える構造であること。
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は、船体の振動、動揺、衝撃等によってその性能に支障をきたさな(2) 設備

い構造であること。

設備は、温度、湿度の変化並びに他の電気機器への影響等に対しての十(3)

分な配慮がなされていること。

設備は、人命及び機器に対し必要な保護装置を備え、かつ安全な構造で(4)

あること。

光源部から発生する光線は、人体に対し極度の危害を及ぼさないこと。(5)

設備は、防水性能を有すること。(6)

水中用LED灯は、十分な耐水圧性能を持つ構造であること。(7)

品質管理Ⅴ

機器の製作所における製品の品質保持と保証のため、次に示す各項に関す

る管理が十分に行われていること。

主要材料、購入品、外注品の品質管理基準(1)

各作業工程における作業基準及び品質管理のための基準(2)

各検査基準(3)

製品検査に関する要領と判定基準(4)

各検査組織(5)

漁船への装備マニュアルの整備(6)

性 能Ⅵ

集魚灯設備の性能は、次の各項に適合していること。LED

率(1) LED灯の照度低下

LED灯は、定格状態において、点灯後１時間経過した時の照度の低下率が、

３０％以内であること。

水中LED灯の耐水圧性能(2)

水中LED灯の耐水圧性能は、2 を有すること。但し、水深２００ｍ以深MPa

で使用するものついては、当該水深に応じた耐水圧性能を有すること。

電源装置の効率等(3)

ア 力率は、定格負荷時において７０％以上であること。

イ 効率は、定格負荷時において７０％以上であること。


